
農振除外チェック表

代替性の判断

既存宅地（自己所有地を含む集落内の宅地等）で
は計画できない。

農用地区域（農振白地）以外の土地であらゆる検
討・交渉（交換や購入）を行ったが、利用できる
土地もなく、他の地域では計画が達成できない。

はい

土地改良事業の
判断

当該農地が土地改良事業区域内の土地に該当する
場合は、事業完了後、8年以上経過している。

集団性、連担性の
判断

当該農地は、国道・県道・河川・鉄道等に分断さ
れた、10ha未満の農用地規模であり、また集落に
接続している。

当該農地を除外することによって、農地と非農地
が混在しない。（連続した土地利用）

はい

はい

はい

農地利用集積の
判断

当該農地を除外することによって、周辺農地を耕
作する農業者等の経営規模が大幅に減少し、安定
的な農業経営に支障が生じることはない。

はい

当該農地は、利用権設定をされておらず、担い手
等の農業経営改善計画や集落営農の農地利用集積
に支障がない。

はい

周辺農地への
影響の判断

当該農地を除外することによって、農業用の用排
水路が分断されたり、隣接農地の営農環境（農作
業、農作物への影響）に支障がない。

はい

除
外
不
可

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

除外の可能性あり

はい

農用地区域からの除外は、次のすべての要件を満たす場合にのみ行うことができます。
○農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
○農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
○農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
○土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後８年を経過している土地であること。
○目的実現のため必要最小限な除外面積であること。
○担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
○除外後、農地法による農地転用や建築基準法による建築確認等の他法令による許可が受けられると見込まれるものであること。


